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Ⅲ 育児休業・介護休業法改正について研修会を実施しました 
育児・介護休業法の今年の法改正について、お客様の総務の方々と研修会を開催しました。 

改正内容を社内の実情にあわせて具体的にどのように対応していくかなどの意見交換もでき、 

充実したひとときとなりました。やまもと事務所では、今後このような法改正・働き方などのテーマで 

研修会開催の取組みを進めていきたいと考えております。 

ご希望がありましたらぜひお声掛けください。  
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Ⅰ ３月分からの社会保険料率が変更になります！ （協会けんぽ） 
 

都道府県 健康保険料率 前年比 被保険者負担割合 介護保険料率 
（被保険者負担割合） 

千葉県 9.77％ ▶ 9.79％ ↑ 48.95/1000 

1.59％ 

7.95/1000 

（前年比：↓） 

茨城県 9.66％ ▶ 9.67％ ↑ 48.35/1000 

埼玉県 9.78％ ▶ 9.76％ ↓ 48.80/1000 

東京都 9.98％ ▶ 9.91％ ↓ 49.55/1000 

神奈川県 10.0２％ ▶ 9.92％ ↓ 49.60/1000 

Ⅱ ４月分からは雇用保険料率が引き下げられます！ 

 

 

事業の種類 ① 従業員負担分 ② 事業主負担分 ①+② 雇用保険料率 

一般の事業 5.5/1000( 0.5↓)  9/1000( 0.5↓) 14.5/1000 

農林水産・ 

清酒製造の事業 
6.5/1000( 0.5↓) 1０/1000( 0.5↓) 16.5/1000 

建設の事業 6.5/1000( 0.5↓) 11/1000( 0.5↓) 17.5/1000 

 



 

育児・介護に関わる法改正が 4 月と 10 月に施行されます。育児については、こどもの成⾧にあわせてより柔軟

に対応できる休暇や労働時間、働き方の制度が、介護についても、高齢社会をふまえ、介護離職なく働き続けら

れるよう労使双方の理解を深めていくための制度ができました。 

事業主は、「法改正にあわせた就業規則の改定」「従業員の方への対応」の２点を行う必要があります。 

事業主と従業員、従業員同士がお互いを理解し、すべての人が個々の事情にあわせて働きやすい社会を目指しましょう!

 

 

 

小学３年生修了までの子どもを養育する従業員が 
① 病気・けが 

② 予防接種・健康診断 

③ 感染症に伴う学級閉鎖等 

④ 入園(入学)式、卒園式 
のときに、１年間に５日（対象になる子が 2 人以上の 
場合は 10 日）まで子の看護等休暇が取得できます。 

働きながら育児の時間が確保できるように 
小学校入学前の子どもを養育する従業員が希望（請求）
したときは、会社は、事業の正常な運営を妨げる場合を除
き、所定労働時間を超えて働かせることができません

 

３歳未満の子を養育する従業員が 
テレワークを選択できるように措置を講 
ずることが、事業主に努力義務化され 
ます。 

●労使協定を締結することで、「1 週間の所定労働日数が 2 日

以下の従業員」は子の看護等休暇を取得できる従業員から除外 

できます。 

 

 
介護休業や、介護と仕事の両立制度※が利用しやすく 
なるよう、次のいずれかの措置が義務となります。（複数 
実施が望ましい） 

・研修の実施  

・相談窓口の設置 

・制度利用事例の収集・提供 

・制度利用促進についての事業主の方針の周知 

 ※介護休暇、介護短時間勤務、労働時間の制限 

（所定外・法定外・深夜） 

次の取組が義務となります。 

◆介護に直面した労働者に・・・ 
   介護休業や両立制度の内容周知と、具体的な制度 
  利用についての意向を確認する 
◆４０歳を迎える労働者に・・・ 

   介護休業や両立制度の情報提供

 

 

妊娠・出産の申出があった際や、子ども

が３歳になる前に、育児の支援制度を

周知し、個別に面談をして、子や各家

庭の事情に応じた制度利用の意向確

認をし、配慮しなければなりません。 

具体的な配慮の事例には、業務量や

勤務時間帯の調整等があります。 
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Ⅳ 育児・介護休業法 改正のポイント 

▶2025 年 10 月改正については、次号で詳しくお伝えします! 

男女ともに仕事を継続しながら育児・介護と両立できるように、支援制度が拡充されます



 

■目的 

■支給要件 

 

 

 

 

 

■支給額 

 

 

 

 

 

 

■目的  

■支給対象 

 

■支給額     

 

 

 

 60 歳の誕生日が 令和 7 年４月 1 日以前の方 :従来通り、各月の賃金の 15%を上限として支給 

 60 歳の誕生日が 令和 7 年 4 月２日以降の方 :各月の賃金の 10%を上限として支給 

この制度は、60 歳以上 65 歳未満の雇用保険被保険者で、60 歳到達時点と比べて賃金が 75%未満に低下した状態で 

働き続ける方が対象です。高年齢者の就業意欲維持と 65 歳までの雇用継続を支援する目的があります。 

※②例外  
一人親家庭や配偶者が雇用労働者以外（自営業・フリーランス） 

など本人のみの育休取得で受給可能となる場合がある。 

夫婦が共に働き、育児を行う「共働き・共育て」の推進。ポイントは 夫婦ともに 育児休業等を取得した

場合に支給される点で、特に男性の育児休業の取得を促すねらいがあります。 

出生後休業支援給付金は、育児休業の受給資格者に対して追加的に支給されます。 

まず育児休業給付の受給資格を得たうえで、次の要件を満たす必要があります。 

育児中の柔軟な働き方として、男女ともに時短勤務制度を選択しやすくなることが目的です。 

時短勤務制度を選択したことによって賃金が下がった労働者に対して給付金が支給されます。 

※① ※② 

※①一定期間とは 

父親:子どもの出生後 8 週間以内 

母親:産後休業終了後 8 週間以内 

※支払われた賃金額が育児時短勤務開始時賃金月額の 

90％超～100％未満の場合、支給率は下がります。 

育児時短勤務中の各月に支払われた賃金額  ×  10％ 

対象になる従業員がいらっしゃる場合はご相談ください! 

Ⅴ 雇用保険法改正による 給付金の変更 



。 

Ⅵ. やまもと事務所は行政書士業務の実績も多くあります！ 

やまもと事務所は社会保険労務士業務だけでなく、行政書士業務も行っております。 

そこで今回は、やまもと事務所が行っている行政書士業務の一部を紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ. 2025 年 経営指針発表会を開催しました！ 
2025 年 2 月７日（金）、経営指針発表会を開催しました。今年は、家族の転勤のためマレーシア在住の職

員もリモートで参加、また初めての参加となる職員もいましたが、全員で経営理念や経営方針、計画についての認

識を深めました。個人ごとの目標発表では、職員の新たな一面や目標達成のためにお互い協力しあえる部分を発

見することができました。午前中は指針発表会、ランチ後は事務所へ戻りグループ討論会を行いました。 

経営理念について職員それぞれの視点で話し合い、意見交換をすることで理念をより身近なものとする 

ことができました。お客様や地域への貢献ができるよう職員一同さらに邁進してまいります。 インスタグラムはこちら⇒     
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